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提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

110020
商工会議所地区の重
複認定

商工会議所法第８
条、第８条の２及び
第１５条
商工会法第７条、第
８条及び第１３条

　商工会議所及び商工会は、いず
れも「地区内における商工業の総
合的な改善発達」及び「社会一般
の福祉の増進に資すること」を目
的とした地域団体であるため、そ
の地区は他の商工会議所又は商
工会の地区と重複してはならない
こととしている。

市町村合併により、行政地区と商工団体地区
が異なるいわゆる「ねじれ地区」となった地域（秩
父市吉田地区）に限り、商工会議所法第8条第4
項の規定にかかわらず、「地区の重複を認める」
こととする。

現在の秩父市吉田地区（旧吉田町）は、平成１７年４月の市町村合併により旧秩父市等と合併
し、新秩父市となったが、商工団体地区は合併前の西秩父商工会の地区のままであるため、行政
地区と商工団体地区が異なるいわゆる「ねじれ地区」となった。

秩父市民となるのであれば秩父市の商工団体に加盟すべきとの考えを持った商工事業者が西秩
父商工会を退会し、秩父商工会議所への入会を希望したが、商工会議所法第８条第４項では「商
工会議所の地区は、他の商工会議所の地区又は商工会の地区との重複するものがあってはなら
ない」と規定されていることから特別会員として入会、「吉田地域商工研究会」という任意の団体を
立ち上げ活動を行っているが、正会員となることができない状況となっている。

この「ねじれ地区」解消のひとつとして、「吉田地域商工研究会」の会員が一度退会した西秩父商
工会に戻るという選択肢もないわけはないが、秩父市民であるのに隣接する自治体に本部を置く
商工団体に籍を置くことは本意ではなく、あくまでも秩父商工会議所の正会員になることを目指す
意志が強いため、解決方法としては大変難しい状況である。

よって、この「ねじれ地区」状態を解消するために、商工会議所法第８条第４項について「秩父市
吉田地区に限り重複を認める」とすることで、行政地区と地区を同じくする商工団体の正会員となる
ことができ、同じ秩父市民として意見を反映することが可能となる。
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 　商工会と商工会議所は、地域の商工業者の意見を集約して代表する組織体
であり、それぞれの設置根拠法上、所在する行政区域を活動地区とすることを
原則としている。そのため、ある地区に所在する商工業者が自らの判断によって
商工会と商工会議所のいずれかを選択することは認められていない。
　市町村合併に伴って生じた活動領域の行政区域との齟齬については、現行法
制上、関係する商工会及び商工会議所の合意によってそれぞれの団体の定款
変更等を行うことで対応することが可能であり、一義的には、こうした当事者間
における話し合いにより解決を図るべき問題である。

　商工会は、疲弊・高齢化が深刻化する町村部において、地域内の商工業者を
巡回相談指導するほか、地域社会の保全等のため､その特長を活かし､地域コ
ミュニティ維持のための活動等を推進している。他方、商工会議所は、住民・企
業のニーズが多様化する都市部において、地域全体の振興機能を発揮して、ま
ちづくりなど地域全体で取り組む活動等を推進している。

　なお、近年、地域経済の役割や特徴の違いの度合いが広がってきているとこ
ろ。すなわち、こうした状況も踏まえて、各地域において地域の実態に応じて適
切な代表組織体を事業者間の合意で運営すべきもの。

右提案主体から
の意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

当事者間の話し合いにより解決を図
るべき問題であることは確かであり、
本件についても、両者の意見交換の
場が設けられるなどの動きは出てい
る。しかし、合併後これまでの経緯を
考慮すると、解決に至るまでは相当の
期間を要することが見込まれる。それ
までの間、現状のまま放置すること
は、「平成の大合併」の趣旨に賛同し
て自ら動いた方たちに対して、社会
的・経済的損失を与える状態を固定
化することになり、また、地域内事業
者間の感情的対立の激化や地域コ
ミュニティに与える悪影響も懸念され
る。解決に向けた話し合いを円滑に進
める上でも、中長期的な視野で「地区
の重複を認める」ことの効果は計り知
れない。未来志向で再考願いたい。
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商工会議所と商工会はいずれも地区内の商工業の
総合的な改善発達を図ることを目的とした地域的団
体であって、会員は中小企業者特に小規模事業者が
大多数である。両団体の地区重複を認めると組織運
営上も事業実施上も無用の紛争と混乱を惹起し、結
果、行政庁による小規模事業者対策の効率的な実施
に支障を来すおそれがあることから原則地区重複を
認めていない。
市町村合併に伴って生じた活動領域の行政区域との
齟齬については、現行法制上、関係する商工会及び
商工会議所の合意によってそれぞれの団体の定款変
更等を行うことで対応することが可能であり、地区内
事業者間の対立や地域コミュニティに与える影響等も
勘案して、当事者間における話し合いにより解決を図
るべき問題である。
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秩父市 埼玉県 経済産業省

110030
天然ガス利用に関する
規制の緩和

鉱山保安法
鉱山保安法施行規
則

鉱山保安法では、鉱山の保安に関
する事項を統括管理させるため、
鉱山に常駐していること等の要件
を満たした保安管理者を選任しな
ければならない。（鉱山保安法第２
２条）
また、保安を確保するため、それぞ
れの作業の内容に応じて必要な資
格を有する者のうちから作業監督
者を選任しなければならない。（鉱
山保安法第２６条）

天然ガスを組織的に利用する場合、設備の管理
としてボイラー技士2級程度の有資格者を配置す
るだけで利用できるものとする。

鮭川村温泉地区には温泉に混じって天然ガスが湧出しており、古くから炊事・暖房等を天然ガスに
よりまかなってきた。村内に賦存する天然ガスの有効利用を図ることにより、省エネルギーや観光
資源・農林水産業資源として地域の産業活性化に資する。
具体的には、現行法では天然ガスを組織的に利用する場合、鉱山保安統括者の常設が必要であ
る。有資格者の常設には多くの経費が必要であることから、ボイラー技士2級程度の設備管理者の
常設に留めることで、現在空中放散し温室効果を高めていた天然ガスを、①ガス灯の整備による
公共街灯整備での温室効果ガス削減と観光景観整備、②天然ガスの地域ライフラインへの活用に
よる温室効果ガス削減、③園芸作物や内水面事業での空調整備ガス燃料化による温室効果ガス
削減と高付加価値化、④天然ガス燃料バスでの２次交通整備による温室効果ガス削減と観光景観
整備、といったような使用が容易にでき、化石燃料の代替として積極的に活用した上で経済効果に
つながる活用が期待される。また、天然ガスは村内の他地域でも湧出しているため、有効活用する
ことで経済効果が高められることが期待される。参考までに温泉地区の一日に湧出する天然ガス
の推定量は１５０ｍ３であり、これを灯油価格（ｌ＝８０円）で換算すると１日当たり１万３千円弱、１年
間で５００万円弱ほどになると考えられる。
代替措置：
天然ガスを利用するにあたり、タンクの設置等の設備整備が必要となる。可燃性ガスであり、使用
には十分注意される必要があることから、ボイラー技士2級程度の資格を有した者の配置、若しくは
管理できる団体に維持管理を委託するなどにより安全を確保する。
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　鉱山保安法では、鉱山の保安に関する事項を統括管理させることを目的として
保安統括者を、また保安統括者を補佐する保安管理者を、それぞれ選任するこ
とを定めている。また、鉱山保安法施行規則第４１条において、保安管理者の要
件として、当該鉱山に常駐していること、学校教育法による大学又は高等専門
学校において、鉱業に関する理学又は工学の課程を修めて卒業した者であっ
て、鉱山の保安に関する実務に通算して３年以上従事した者であること等を定
めている。
　また同法では、保安統括者、保安管理者の選任のほか、鉱山における保安を
確保するための活動については、鉱山の種類、規模、鉱業の実施方法等によっ
て異なることから、それぞれの鉱山における作業の区分（内容）に応じて、当該
作業を監督するために必要な資格を有することが求められる作業監督者を選任
することを定めており、鉱山保安法施行規則第４３条及び附則第６条において、
その具体的な作業内容と求められる資格を定めている。
　御提案にある温泉に混じって湧出する可燃性天然ガスを組織的に利用してい
くためには、鉱山におけるパイプライン及びその附属設備に関する作業、電気工
作物の工事、維持、運用に関する作業も必要になることが想定されるが、これら
の作業の監督をボイラー技士２級程度の資格を有した者のみに行わせること
は、可燃性天然ガスの掘採を目的とする鉱山において、作業工程に応じた作業
監督者を置くことによる保安の確保が十分になされないおそれがある。
　なお、鉱山における作業の維持管理作業について、鉱業権者を主体とした適
正な保安管理体制の構築、作業の内容に応じて必要な資格を有する者の配置
等、鉱山保安法の義務を履行することができる団体に作業の請負を依頼するこ
とは、現行法でも可能である。

右提案主体から
の意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

回答に対しまして、天然ガスを組織的
に利用する場合の様々な施設整備の
際に、その工種に応じて必要な資格を
保持する作業監督者を選任する必要
があることは理解するが、施設整備後
の維持管理について必要な資格（例
えば、ガスタンクの維持管理について
はボイラー技士２級等）を有する者（又
は団体）が管理することで鉱山保安統
括者及び鉱山保安管理者の選任を免
除できるか伺いたい。
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鉱山保安法では、鉱山における保安に関する事項を
統括管理させるため及びそれを補佐するため、保安
統括者及び保安管理者の選任が義務付けられてい
る。保安統括者については資格要件はなく、保安管理
者については当該鉱山に常駐していること等の要件
が求められているが、ボイラー技士２級の資格を有す
る者であってもこれらの要件を満たしていれば選任は
可能である。
また、御意見にあるガスタンクの維持管理を含む「施
設整備後の維持管理」が鉱山保安法の適用される鉱
山施設の維持管理作業等を指すのであれば、鉱山保
安法上は、作業工程に応じた作業監督者の選任が必
要となる。作業監督者には、それぞれの作業の区分
ごとに、当該作業を監督するために必要な資格が定
められており、ボイラー技士２級の資格を有する者
は、ボイラーについての専門的知見を有する者である
ことから、ボイラー又は蒸気圧力容器に関する作業の
うち、鉱山保安法施行規則第４３条に定められた一定
の条件を満たす作業を行う場合に、作業監督者となる
ことができる。
なお、鉱山における維持管理作業等について、鉱山
保安法の義務を履行することができる団体に作業の
請負を依頼することは現行法でも可能である。
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鮭川村 山形県 経済産業省

110040

特許流通促進特区（第
3者への実施許諾を前
提とする特許申請に関
する特許料等の減免）

特許法第109条
特許法第195条の2

特許料金については、原則同一額
を徴収することになっているが、例
外として、特許法では、「資力に乏
しい者」のみに対して減免措置を
定めている。

現行の特許料等の減免制度に、第3者への実施
許諾を前提に特許申請する場合にも適用を拡大
する。

　現行の特許料等（審査手数料及び特許料）の減免制度に、第3者への実施許諾を前提に特許申
請する場合にも適用を拡大する。

【提案理由】
　特許には、開発した技術を独占的に権利者が使用できるという機能があるが、一方で、特許を他
者に実施許諾することで、共通の知的資産として活用することが可能である。
　しかしながら、現行制度では、排他的独占権の取得を目指す特許の利用形態と、第３者への実施
許諾を行う場合との区別なく特許料等が課せられる。
　そこで、第3者への実施許諾を前提とした特許申請を行う場合の手数料減免を行うことにより、ア
イデアはあるが資金力等の事情でアイデアの実現が困難な者の特許申請の意欲を促進することが
できる。また、実施許諾を受けるものにとっても、このような特許が増えることで、厳しい経済情勢の
下、既存の特許技術を活用することにより、技術開発に要する時間とコストを大幅に削減できること
が可能になり、特許流通を促進し、知的財産によるイノベーションの加速と経済インパクトが期待で
きる。

【代替措置】
　特許申請の際に第３者への実施許諾意思を記載させることとし登録原簿に明示する。また、権利
者に第3者が実施許諾の申し込みを行った際に、権利者が対応しない（実施許諾しない）ような場
合の不服申立制度を設ける。
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諸外国には、本提案に類似する制度として、他者に対して特許の実施を許諾す
る用意があるという意思を登録する替わりに、その特許の維持料の減免を受け
ることができる、実施許諾用意（ライセンスオブライト）制度を有する国があるが、
本制度を先行的に導入、実施していたフランスでは、特許流通促進効果が薄い
ことを理由に2005年に同制度を廃止している。
本制度については、2009年1月に設置された学識経験者及び実務家等を委員と
する特許制度研究会においても検討が行われたものの、同研究会の委員から
は、料金減免だけを目当てに制度が利用され、実際には特許の流通促進に対し
ての効果は薄いとの意見や、制度設計によっては特許権を弱める方向に作用
するおそれがあるため、導入に慎重であるべきとの意見等が出されている。
上記のように諸外国における状況や研究会における検討も踏まえ、十分な特許
の流通促進効果への懸念等があることから、特許庁としては、現在のところ本制
度の導入を予定していない。
なお、特許料は、特許権を維持するために支払われる料金であり、特許権者は
実施許諾料金等からまかなうことも可能であり、かつ、特許権をすべての者に開
放（特許権を放棄）することにより特許料の支払義務はなくなる。

右提案主体から
の意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

　実施許諾用意制度については、制
度を廃止した国もある一方で、今な
お、制度を継続している国がある。ま
た、特許制度研究会において、同制
度の導入について慎重な意見もある
一方で、賛成する意見も出されてい
る。このように、外国の状況や、研究
会における検討を見ても、効果の検証
が十分にされているとは言えない。
　総合科学技術会議（内閣府設置）が
策定した「科学技術政策推進のため
の知的財産戦略（2009年）」でも、知
的財産の流通の促進の必要性が謳
われており、本提案は、知的財産の一
層の活用と流通の活性化に向けたモ
デルケースとして、高い意義がある。
　再考をお願いしたい。
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実施許諾用意制度については、フランスでは特許流
通促進効果が薄いことを理由に廃止されている他、英
国でも実施許諾用意宣言の登録件数が減少している
（2004年：1,002件、2005年：1,369件、2006年：737件、
2007年：597件）。また、①これまで特許権の放棄に
よって開放されていた特許が、特許料の減額によって
いたずらに保有され続けることを助長する可能性、②
利用価値の低い特許ばかりが登録される可能性など
から、実施許諾用意制度によって十分な特許流通促
進効果が奏されるとは必ずしもいえないと考えられ
る。また、そもそも、特許料は、特許権を維持するため
に支払われる料金であり、特許権者は実施許諾料金
等からまかなうことも可能である。さらに、特許権をす
べての者に開放（特許権を放棄）することにより特許
料の支払い義務はなくなる。
なお、実施許諾用意制度が知的財産によるイノベー
ションの加速のための一方策としてあり得ることは理
解するものの、イノベーション促進に効果的な方策と
して、産業構造審議会知的財産政策部会において、
特許料等の全体の負担軽減について議論しており、
その中で、特許料等の減免の拡充についても検討い
ただいている。具体的には、中小企業等に対する減
免対象の拡大や申請手続き・証明書類作成負担の軽
減等の減免制度の拡充を図ることとしている。
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佐賀県 佐賀県 経済産業省

110050
知的障害者による家電
品の手分解によるリサ
イクル

特定家庭用機器再
商品化法

特定家庭用機器再商品化法の対
象品目として、エアコン、テレビ（ブ
ラウン管式、プラズマ式・液晶式）、
冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾
燥機の４品目を定めている。

・事業所からの廃家電収集等についての許可お
よび当該収集等における手数料の徴収
・家電リサイクル法の4品目以外への対象拡大

（新しい事業の創出）現在、障害者の雇用拡大が叫ばれているが現状は少ない。特に知的障害者
にとっては大変です。障害の特性を見るに家電製品等への手分解作業は機能の改善と達成感、意
欲の高揚が自信となり自立への大きな動機付けとなる。地域環境にも優しく、設備投資が少なく、
小さな部屋でも作業可能で特に携帯電話機等はレアメタルの回収等に効率的です。家電リサイク
ル法に指定されていないオーディオやゲーム機の中のレアメタルは現在埋立処分されています。
現在、茨城県内の市町村に54の育成会があります。又、入所施設が30ヶ所あり、収集運搬業に例
外を認め、皆が仕事を出来るように願っています。
実施にあたっては、安全な処理が確保されるよう配慮致します。

C -

・事業所からの廃家電収集等についての許可および当該収集等における手数
料の徴収については、環境省の回答を参照ください。

・家電リサイクル法の４品目以外への対象拡大について、同法は、市町村による
大型家電の適正処理困難性と一般廃棄物 終処分場容量の逼迫という事情等
を背景に制定されており、資源の有効利用及び廃棄物の減量・適正処理という
観点から特に必要と認められる機器に限り、特定家庭用機器として規制の対象
としている。ご提案の携帯電話やゲーム機などは、特定家庭用機器の範囲を定
めている同法第２条第４項の要件に当てはまらないため、同法の対象として指
定することは困難であると考えられる。

C -

0
0
2
9
0
1
0

茨城県手を
つなぐ育成
会
特定非営利
活動法人
北茨城市手
をつなぐ親
の会

茨城県
経済産業省
環境省
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 措置の分類 措置の内容 各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
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内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 プロジェクト名
提案事項
管理番号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

110060
独立行政法人科学債
の発行

独立行政法人通則
法第４５条第５項

独立行政法人通則法第４５条第５
項において、個別法に別段の定め
がある場合を除き、長期借入金及
び債権発行をすることができないこ
ととされております。なお、独立行
政法人産業技術総合研究所法で、
長期借入金及び債権発行につい
て別段の定めはありません。

独立行政法人通則法第４５条５項の「個別法に
特段の定めがある場合を除くほか、長期借入金
及び債権発行をすることができない。」という規
制の特例を認め、科学債を発行する。

　つくば市における独立行政法人（大学を含む）が一体となって、国策研究を行う資金を集めるた
め、同時に、日本の未来を担うポストドク研究生活安定を図る基金を募るため、独立行政法人が証
券会社との連携の下に「科学債」を発行することを可能にする。

　政府の成長戦略に決定された、グリーンイノべーションとライフイノベーションの研究をつくば在住
の研究所・大学（以下、研究所群という）で総力を挙げて研究するため、独自の資金調達をめざす。
「科学債」は、１０年据え置きの債権で、科学技術の研究成果が得られたときに配当・元本償還す
る。一種のベンチャーキャピタルの形成であり、先端性・信頼性の も高い日本の研究所群への投
資であり、かつ、政府の成長戦略と第４期科学技術基本計画のリード機関、リードエリアとなるべき
研究所群を国に先駆けて動かすものである。かかる研究所群に対し、広く民間、個人、外国などか
ら投資する仕組みを作る。
　また、集まった資金の一部を使い、ポストドク保障基金を設立し、ポストドクや若手研究者が、連
続してプロジェクトに就く斡旋を行い、その生活がワークシェアリングシステムによって、パーマネン
ト研究者と同等の生涯所得・社会保障が得られるように支援する仕組みをつくる。
　日本は、国際経済における地位が次第に低下し、研究部門で後発のアジア諸国にも、追い越さ
れようとしている中で、研究所群は、国の動きを待つのではなく、国の動きに呼応して、すでにある
科学インフラを活用して迅速に国策イノベーションを進めなければならない。従来、研究機関の横
のつながりと若手の養成にボトルネックを指摘されてきたが、科学債の収益はこの二つの問題の解
決を図る資金となり、国策イノベーションの国内 大の担い手として、つくばの研究所群が力を発揮
することになる。
  国家的な共通課題である新成長戦略（グリーン・イノベーション及びライフ・イノベーション）に係る
研究開発に関し，つくばに立地する各研究機関が産官学・国内外で連携して取り組む。

C -

独立行政法人産業技術総合研究所は、基礎的な研究と開発的な研究との間を
つなぐ橋渡し研究等、収益を生むまでに長い期間を要するため民間では実施困
難な事業を行っております。そのような事業の性質から、配当・元本償還を前提
とした債権を発行することは適当ではないと考えられます。

右提案主体から
の意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

・時代が大きく変革する中、国づくりに
関しても、「新しい公共」の仕組みを官
民挙げて、創り出すことが重要と思わ
れる。独立行政法人においても、例え
ば、特定の国策研究課題や、あるい
は 先端大型医療機器の維持管理
に係る案件等に対して、独自に又は
連携して債権発行を可能としていただ
くことは、まさに特区制度によって実
現されるべきものであると認識してい
る。個別法改正に時間がかかるが故
に、今回の提案となっている。再度ご
検討いただけるようお願い申し上げ
る。

C -

独立行政法人産業技術総合研究所は、基礎的な研
究と開発的な研究との間をつなぐ橋渡し研究等、収益
を生むまでに長い期間を要するため民間では実施困
難な事業を行っております。そのような事業の性質か
ら、配当・元本償還を前提とした債権を発行すること
は適当ではないと考えられます。

国家戦略つく
ばオフィス実現
プロジェクト

0
0
3
5
0
1
0

国家戦略つ
くばオフィス
実現委員会

茨城県

総務省
外務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
内閣府

110070
寄付金と反対給付及び
利益相反にかかわる規
制緩和

－

経済産業省所管の独立行政法人
産業技術総合研究所では、研究開
発に関する「利益相反マネージメン
トのための実施規程」及び「寄付金
等受入規則」を独自に整備・公開し
ております。

・国策研究を目的として寄付が行われた場合
・複数機関に対して同じ目的で寄付が行われた
場合
の双方を満たす場合にのみ、研究開発の目的を
限定し、かつ研究開発成果の情報を対価としう
る寄付行為を可能とする。（反対給付にかかわる
規制の緩和）
　また、寄付金控除の控除対象限度額の引上げ
あるいは全廃（全額損金算入）を行う。

【具体的内容】
　①  研究開発に関する利益相反ガイドラインの
　　緩和

※提案理由
研究開発力の強化、イノベーション創出のために、研究開発機関におけるオープンイノベーションを
阻害する規制の緩和が必要。より具体的には、民間企業からの研究開発機関への投資を促進し、
さらに、研究開発機関における利益相反ガイドラインを緩和することで、課題解決型国策研究にお
けるニーズとシーズの連携を頻度・規模ともに増加させることを目指す。
※具体的実施内容
寄付を行った側：
１）寄付金を用いた研究開発の目的を定めることが出来る。（国に対する寄付、あるいは指定寄付
金のイメージ）
２）リードタイム１年の間に限り、研究成果にかかわる情報を寄付行為の対価として独占的に得るこ
とが出来る。（反対給付にかかわる規制の緩和）
寄付を受けた側：
研究開発に関する利益相反ガイドラインを大幅に緩和する。（反対給付にかかわる考え方、利益相
反ガイドラインを明示するだけでも可。）
寄付行為に対して：
景品表示法を適用しない。
寄付をする側の宣伝効果、将来における販売促進効果などを規制の目的として問わない。

D -

経済産業省所管の独立行政法人産業技術総合研究所では、研究開発に関する
「利益相反マネージメントのための実施規程」及び「寄付金等受入規則」を独自
に整備・公開しております。
寄付金等受入規則においては、特許権の譲渡などの反対給付を求めないことを
前提に、目的を限定した寄付や条件を付した寄付が可能とされております。
提案にある研究開発成果に関する情報の提供などを反対給付と扱うかどうかと
いう点については、見直しも含め、検討していくものと承知しております。

右提案主体から
の意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

・ご検討いただき誠にありがとうござい
ました。まさに、当方では、「研究開発
成果に係る情報提供は、寄付に係る
反対給付としては扱わない」という規
制緩和が、特区制定根拠にふさわし
いものと考えている。かかる特区の実
現に向けて、再度ご検討いただきたく
よろしくお願い申し上げる。
・国家戦略に資する研究のために、所
管ごとに策定するのではなく、政府で
統一した利益相反ガイドラインが必要
である。
・個別に定めていること自体が実質的
な規制（制約）として機能している。

D -

独立行政法人に係る政府の統一した利益相反ガイド
ラインを定めることに関しては、独立行政法人に関す
る共通的な制度の企画及び立案に関することを所掌
する総務省の対応を注視して参ります。
また、経済産業省所管の独立行政法人産業技術総
合研究所の寄付金等受入規則における、研究開発成
果に関する情報の提供などを反対給付と扱うかどうか
という点については、見直しも含め、検討していくもの
と承知しております。

国家戦略つく
ばオフィス実現
プロジェクト

0
0
3
5
0
3
0

国家戦略つ
くばオフィス
実現委員会

茨城県

外務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
内閣府
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 措置の分類 措置の内容 各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 プロジェクト名
提案事項
管理番号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

１．地域団体商標制度の現状・趣旨
　地域団体商標制度とは、商標の登録要件を緩和し、地域ブランドの信用を保
護し、我が国の産業競争の力の強化と地域経済の活性化を図るための制度で
ある。
　商標法上、地名と商品名からなる文字商標は、一事業者による独占に馴染ま
ず、一般的に使用されるべき公共性の高いものであることから、原則として商標
登録を認めていない（商標法３条１項３号）。
ただし、①事業者が継続的に使用してきた結果、②需要者が何人かの業務に係
る商品又は役務であることを認識することができるに至ったもの（周知性の獲
得）については、例外的に商標登録を認めている（同法第３条２項）（例：夕張メ
ロン、西陣織等）。
　これに対し、地域団体商標制度においては、地域ブランドの信用の保護のた
め、出願人適格を限定した上で、例外的に通常の商標よりもより早い段階での
商標登録を認めている（同法第７条の２）。具体的には、要求される周知性の程
度が、通常の商標では実務上、全国的な範囲での需要者への浸透が必要であ
ることに対し、地域団体商標においては隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に
認識されていれば登録ができる。

２．地域団体商標の出願人となる要件
上記の通り、地域団体商標制度においても、程度の差はあるものの通常の商標
と同様に、①事業者による使用とそれに伴う②周知性の獲得が当然に必要とな
る。地域団体商標の要件を定める商標法第７条の２においては、これを登録要
件の一つとするとともに、制度の趣旨を担保するため下記のように出願人適格
について要件を課している。
＜出願人適格＞
①法人格を有すること･･･権利を取得する能力を有しなければならないため。
②事業協同組合その他の特別な法律により設立された組合であり、当該法律に
おいて、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又
はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付し
てはならない旨の定めのあること（構成員たる資格を有する者につき加入の自
由が法的に定められていること）･･･地域団体商標の対象となる地名と商品名か
らなる文字商標は、その地域における商品の生産者やサービスの提供者に一
般的に使用されるべきものであり、本来独占に適さないものであるため、使用を
希望する者が使用できる環境を法的に担保している団体に限定する必要があ
る。
③その団体の構成員に使用させる商標であること（その商標を使用する者を構
成員とする団体であること）･･･そもそも地域団体商標制度は、団体やその構成
員が商標を継続的に使用したことによって獲得した信用を保護するための制度
であるため、商標を使用しない構成員が多数を占める団体に、商標の独占を認
めることは適当ではない。

３．要望に対する特許庁としての対応
１）地方自治体、商工会議所、観光協会等が出願人となること
　いずれについても上記のような地域団体商標制度の目的及び趣旨に反し認め
られない。
　地方自治体や商工会議所、観光協会といった主体は、構成員となる者の業種
が多様であったり、資格を有する者の加入の自由が法的に担保されていないな
ど、上記②や③の要件を満たさず、一般的な使用を認めるべき地名と商品名か
らなる文字商標の独占を、例外として定めた商標法第7条の２の趣旨に反する。
仮に、これらの主体を地域団体商標の出願人として認め、地域団体商標が登録
された場合、上記②の要件（加入の自由の法的な担保）を満たさず、本来自由
に使用できる地名と商品名からなる文字商標を恣意的に独占させることになり、
公平性に反する。
また、上記③の要件を満たさない場合、地名と商品名からなる文字商標という公
共性の高い権利を、実際にその商標を使用しない者に独占させることになり、地
域ブランドの信用の保護のために例外的に登録を認めた地域団体商標の本来
の趣旨に反することになる。
したがって、これらの主体に権利を付与することはできない。

２）活動初期段階での登録
　上記の通り、地域団体商標制度は地域ブランドの信用の保護という制度の趣
旨にかんがみ、要求される周知性の程度を緩和した制度であるが、これをさらに
緩和し、地域ブランドへの信用が生まれる前の活動初期の段階で商標の登録を
認め独占を可能にすることは、地域団体商標制度の本来の趣旨を逸脱して不当
な利益を一部の者に与えることになり、適当ではない。
　なお、地名と商品名からなる商標を商標登録する別の方法として、文字に加
え、図形等と組み合せた商標や、特殊な態様の文字により表示された商標のよ
うなものであれば、通常の商標として登録が認められている。当該制度の活用
については、特許庁商標課又は近畿経済産業政策局特許室にご相談頂きた
い。

110090
企業立地促進法に係る
包括的な規制緩和

企業立地の促進等
による地域における
産業集積の形成及
び活性化に関する
法律　第10条

工場立地法　第4条
工場立地に関する
準則　第2条、第3条

森林法　第5条

　企業立地促進法第１０条の規定
に基づき、同法に基づく基本計画
において重点的に企業立地を促進
する区域を定め、市町村条例の制
定により同区域内における工場立
地法の特例措置（設置すべき緑地
等面積の緩和）の適用を可能とす
るもの。

企業立地促進法において、特例措置の一つとし
て森林法に基づく緑地規制を緩和する。

　縦割り行政による、複数の規制を一括して緩和することで、地域の特性・強みをいかした地域産
業の活性化を目指す。
　具体的には、企業立地促進法に基づく基本計画を策定した自治体において、条例を定めた場
合、その適用区域（重点促進区域）の緑地規制緩和は工場立地法に限らず、森林法等においても
その対象とする。

提案理由：
　本市においては、企業立地促進法に基づく条例を制定し、工場立地法で定められている緑地面
積率２０％以上に対し、緑地面積率を１０％以上に緩和している。
　しかし、森林法により立てられた地域森林計画の対象民有林は知事の許可を受けなければ開発
することは出来ず、許可基準となる森林率は概ね２５％以上でなければならず、企業立地促進法に
より工場立地法の特例がなされ緑地面積率が緩和されたとしても、特例による恩恵が受けられな
い。
　工場立地法及び森林法ともに国土環境の保全を目的とするものであり、その上で一方において
は特例措置が認められていること、また企業立地促進法においてはその支援措置の一つとして各
省との連携による支援措置を掲げていることから、本特例措置において個々の規制を一括して緩
和することで、より円滑な産業集積の形成、ひいては地域の活性化に資するものと考える。

D -
森林法の林地開発許可における残置する森林の割合については、林野庁長官
通知による都道府県への技術的助言を行っているが、規制の趣旨を踏まえて都
道府県が弾力的に運用することは可能である。
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古河市 茨城県
農林水産省
経済産業省

110101

バイオ関連企業・研究
機関等に係る法人税等
の軽減措置の創設、国
研究資金等の優先投
入

企業立地の促進等
による地域における
産業集積の形成及
び活性化に関する
法律

企業の国際的な競争力維持のた
め、企業立地促進法など各省ごと
に個別の法律に基づく支援措置を
実施。

彩都地域等へのバイオ関連企業・研究機関の立
地促進に向けた、予算の重点配分及び思い切っ
た法人関係税等の軽減免除を求める。

【具体的内容】
　①　国の研究開発予算に係る重点配分

①現状
我が国の成長戦略上重要なバイオ産業を振興し、国際的バイオクラスターを形成していくために
は、国家戦略として、ポテンシャルの高い地域に、バイオ関連企業や研究機関を集積させ、世界か
ら優秀な研究者・人材を呼び込み、次々とイノベーションを起こす環境づくりが必要。
北大阪・彩都地区は我が国Ｎｏ１のバイオクラスターだが、国家戦略の下、誘致を進める他国のバ
イオクラスターとの競争に勝ち抜いていくためには、内外から成長が見込める先進バイオ医薬や医
療機器関連企業・研究機関等の集積を一層図っていく必要がある。
②問題点
アジア諸都市では、国家間競争に勝ち抜くため、企業や研究機関、人材を呼び込むためのずば抜
けた税優遇措置等のインセンティブを用意。我国においては、各省庁ごとの個別法（企業立地法
等）等による支援の他は、自治体が独自で創設した補助金等のインセンティブにとどまり、クラス
ター形成のための国家的取り組みが不足。
③解決策
彩都地域及びバイオ・ライフサイエンス研究のナショナルセンターである大阪大学等の拠点におけ
る、バイオ関連企業・研究機関の立地を促進するため、国の研究開発に係る予算の重点配分の特
例措置や思い切った法人関係税等の軽減免除を講じる。また、地方税を免除した際の地元自治体
の税収減に対しては、国による財政支援を講じられたい。
④効果
　北大阪・彩都地区に企業・研究機関の集積に向けた思い切ったインセンティブを講じることによ
り、世界トップクラスのバイオクラスターの形成を図り、我が国のバイオ・ライフサイエンス分野の国
際競争力を高める。

Z -

バイオなど多くの 先端技術の集積である医薬品や医療機器は、日本の基礎
技術力も高く、また、高齢化社会の進展に伴い潜在的な市場ニーズも大きく、こ
れから も成長が期待される産業の一つである。
特にバイオ医薬品は研究開発コストが飛躍的に増大しており、また各国の国際
競争が激化しているため、経済産業省では「バイオ・イノベーション研究会」を設
置し、バイオ医薬品を始めとする医薬品産業を発展拡大させるための方策につ
いて検討してきたところ。今後も取りまとめた提言を踏まえつつ、研究開発をはじ
めとするバイオ産業の振興に取り組んで参りたい。
また、経済産業省では、地域振興の観点から企業立地の促進等を通じた産業
集積の形成・活性化を図るため、企業立地促進法に基づき、地域が自らの特色
を活かして取り組む企業立地策や産業集積の活性化策に関する支援を行って
いるところ。具体的には、企業立地に関するワンストップサービス窓口の提供を
行うとともに、人材育成・施設整備に対して財政的支援を講じている。
こうした取組も活用し、大阪彩都の地域におけるバイオ産業集積等の活性化に
も取り組んでいただきたい。
なお、税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措
置を検討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調
の枠組みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納
得」の原則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。
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C -

①「商標を継続的に使用したことによって獲得した信
用」については、出願された地域団体商標の周知性
について審査することにより判断している。
地域団体商標出願の周知性については、下記の事項
を審査している。
・出願商標は、出願人又はその構成員により使用をさ
れており、そのことを証明できる。
・出願商標が使用された商品が、例えば、隣接都道府
県へ商品が流通しているなど、隣接都道府県の需要
者へも出願人又はその構成員の商標として出願商標
が知られたものとなっており、そのことを証明できる。
上記については、①出願人からの提出証拠書類（出
荷等の統計資料、出荷・売上伝票、パンフレット・ポス
ター、新聞・雑誌記事、広報活動実施の証拠写真
等）、②審査官による職権調査（インターネットを利用
しての調査、新聞・雑誌・パンフレットでの調査等）、③
都道府県への照会、④関係省庁への照会等で登録
の可否を判断している。
なお、出願人がある地域団体商標を出願したときに、
第三者が同じ表示を使用していたとしても、その第三
者が隣接都道府県程度の範囲にわたる周知性を獲
得していない場合は、当該第三者の存在によって商
標登録ができなくなることはない。
②商標法の目的は「商標を保護することにより、商標
の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって
産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護
することを目的とする」としている。
また、商標権は、その指定された商品（サービス）を業
として生産又は提供等をする者のみが、当該商標権
の権利を行使できる者であることを原則としている。
上記のような商標法の目的及び商標権の性質に照ら
し、本来独占に馴染まない地名と普通名称からなる商
標について、その登録を認める地域団体商標は、指
定商品（サービス）が特定の産品等に限定されて取得
されるという特性を持つことから、業種一体性が高い
同業種の事業者を組合員とする事業協同組合に限
り、その出願を認めることとしている。
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地方が、特色ある地域づくりのため、他地域との差別化を図ることは非常に重要であり、その一手
法として「地域ブランド」の創出や掘り起こしが全国各地で展開されている。
一方、政府では、地域ブランドを適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競
争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的として、平成18年に地域団体商標制度を新
設された。これにより、「地域名と商品名からなる商標」は特定の者の独占になじまない等の理由で
商標登録を受けることが難しかったが、より早い段階で商標登録を受けられるようになった。
【課題】
①地域団体商標の出願人は「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（第７条の
２第１項）」がとされている。農林水産物や伝統工芸品等すでに事業協同組合等がある分野は有利
であるが、B級グルメなど新たな地域資源を用いて地域ブランドの創出を図る場合、その活動の中
心となることが多い地方自治体や商工会議所、観光協会等は出願することができない。また、新た
に事業協同組合等を設立するにも時間がかかる。
②地域団体商標登録は「需要者の間に広く認識されているとき」（第７条の２第１項）認められると
なっている。地方自治体等が、特色ある地域づくりのため地域ブランドを創出する初期の段階で商
標が保護されなければ、努力して作り上げた地域ブランドと同様の商標出願が第三者から出され、
その後の活動に支障をきたすことが考えられる。

これらが緩和されれば、さらなる地域ブランド創出の取組の推進が期待でき、地域経済の活性化や
雇用創出等にもつながるものと考える。

右提案主体から
の意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

①一般的な商標として図形等と組み
合わせた地名と商品名からなる商標
を登録した場合、地域と関連のない第
三者も同様に商標登録が可能であ
る。この場合、その商標を後に地域団
体商標に移行しようとする際、その要
件の「商標を継続的に使用したことに
よって獲得した信用」を得たとどのよう
に判断されるのか、お示しいただきた
い。
②商工会議所が出願人に適さない事
由として、構成員の業種が多様なこと
を上げられているが、出願人となれる
農業協同組合でも全組合員が一つの
農産物に携わってはおらず、商標を使
用しない構成員も多数存在する。なぜ
商工会議所では業種が限定される必
要があるのか理由をお示しいただき
たい。
（詳細は補足資料参照）

特色ある地域づくりのため、地域団体商標登録
制度を活用して、地域資源を商標として登録し、
その地域資源をブランド化していく場合において
は、地方自治体や商工会議所、観光協会等が
出願人となること及び、活動初期段階での登録
を可能とする。【商標法第７条の２の緩和】

地域団体商標の出願人となるに
は、法人格を有すること、その団体
の構成員が使用する商標であるこ
と、団体に加入の自由が法的に担
保されていることを要する。

商標法第７条の２の
緩和

110080
地域団体商標登録制
度の出願要件の緩和
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 措置の分類 措置の内容 各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
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各府省庁からの再検討要請に対する回答 プロジェクト名
提案事項
管理番号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

110102

バイオ関連企業・研究
機関等に係る法人税等
の軽減措置の創設、国
研究資金等の優先投
入

企業立地の促進等
による地域における
産業集積の形成及
び活性化に関する
法律

企業の国際的な競争力維持のた
め、企業立地促進法など各省ごと
に個別の法律に基づく支援措置を
実施。

彩都地域等へのバイオ関連企業・研究機関の立
地促進に向けた、予算の重点配分及び思い切っ
た法人関係税等の軽減免除を求める。

【具体的内容】
　②　法人関係税等の軽減免除

①現状
我が国の成長戦略上重要なバイオ産業を振興し、国際的バイオクラスターを形成していくために
は、国家戦略として、ポテンシャルの高い地域に、バイオ関連企業や研究機関を集積させ、世界か
ら優秀な研究者・人材を呼び込み、次々とイノベーションを起こす環境づくりが必要。
北大阪・彩都地区は我が国Ｎｏ１のバイオクラスターだが、国家戦略の下、誘致を進める他国のバ
イオクラスターとの競争に勝ち抜いていくためには、内外から成長が見込める先進バイオ医薬や医
療機器関連企業・研究機関等の集積を一層図っていく必要がある。
②問題点
アジア諸都市では、国家間競争に勝ち抜くため、企業や研究機関、人材を呼び込むためのずば抜
けた税優遇措置等のインセンティブを用意。我国においては、各省庁ごとの個別法（企業立地法
等）等による支援の他は、自治体が独自で創設した補助金等のインセンティブにとどまり、クラス
ター形成のための国家的取り組みが不足。
③解決策
彩都地域及びバイオ・ライフサイエンス研究のナショナルセンターである大阪大学等の拠点におけ
る、バイオ関連企業・研究機関の立地を促進するため、国の研究開発に係る予算の重点配分の特
例措置や思い切った法人関係税等の軽減免除を講じる。また、地方税を免除した際の地元自治体
の税収減に対しては、国による財政支援を講じられたい。
④効果
　北大阪・彩都地区に企業・研究機関の集積に向けた思い切ったインセンティブを講じることによ
り、世界トップクラスのバイオクラスターの形成を図り、我が国のバイオ・ライフサイエンス分野の国
際競争力を高める。

Z -

バイオなど多くの 先端技術の集積である医薬品や医療機器は、日本の基礎
技術力も高く、また、高齢化社会の進展に伴い潜在的な市場ニーズも大きく、こ
れから も成長が期待される産業の一つである。
特にバイオ医薬品は研究開発コストが飛躍的に増大しており、また各国の国際
競争が激化しているため、経済産業省では「バイオ・イノベーション研究会」を設
置し、バイオ医薬品を始めとする医薬品産業を発展拡大させるための方策につ
いて検討してきたところ。今後も取りまとめた提言を踏まえつつ、研究開発をはじ
めとするバイオ産業の振興に取り組んで参りたい。
また、経済産業省では、地域振興の観点から企業立地の促進等を通じた産業
集積の形成・活性化を図るため、企業立地促進法に基づき、地域が自らの特色
を活かして取り組む企業立地策や産業集積の活性化策に関する支援を行って
いるところ。具体的には、企業立地に関するワンストップサービス窓口の提供を
行うとともに、人材育成・施設整備に対して財政的支援を講じている。
こうした取組も活用し、大阪彩都の地域におけるバイオ産業集積等の活性化に
も取り組んでいただきたい。
なお、税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措
置を検討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調
の枠組みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納
得」の原則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。
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110110
バイオベンチャー・中小
医療機器企業に対する
投資促進税制の創設

なし -
製薬企業等研究開発型企業の幅広い研究開発
促進とバイオベンチャー等への投資促進税制の
創設

①現状
世界の製薬企業は、開発競争に勝ち抜くため、自社での研究開発に加え、有望なシーズを持った
バイオベンチャーに投資し、研究開発・新薬開発のスピードアップを進めている。（現状は、製薬企
業が海外の有望ベンチャーに相次いで出資・買収を進めている）。
一方、国内バイオベンチャーは、せっかく有望なシーズがあっても、開発・製品化までの期間が長い
ため、研究開発費用の調達が困難な状況が続いている。（他国に比べ投資による資金確保が進ま
ない）
②問題点
製薬企業等が自社で研究開発投資を行う際には、税制上のインセンティブ（研究開発促進税制：試
験研究費の12%の額を法人税から控除など）があるものの、製薬企業等が国内のバイオベンチャー
に研究開発目的で投資する場合には税制上のインセンティブがない。
③解決策
製薬企業等がバイオベンチャー・中小医療機器企業等に研究開発目的で投資を行う場合に、自社
の研究開発投資の際適用される研究開発促進税制と同様に、投資額の一定率の額を法人税から
控除するなど新たな税制を創設する。
④効果
バイオベンチャー等の資金調達が円滑化することにより、バイオベンチャーの成長を促進するととも
に、厳しい国際競争に晒される我が国の製薬企業等の研究開発と製品化を促進・スピードアップす
ることが期待できる。また、バイオ分野の開発体制の海外流出が続く中、国内での開発体制の強
化にもつながり、国内での投資促進とあわせ、知財、人材の流出防止にもつながる。

Z -

企業がベンチャー企業等へ試験研究を委託する場合には、この受託者に対して
支払う費用は研究開発税制上の試験研究費として認められるため、これを活用
する方法があると理解している。

税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措置を検
討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調の枠組
みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納得」の原
則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。

なお、日本の法人税制は総合課税であるため、株式投資損益は他の法人所得
と通算できることから、投資時点において損金算入等の特段の措置とすることは
税制の体系上難しい面があると承知している。

Z -

国際バイオク
ラスターの創
生・先進医療
等の開発促進
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大阪府 大阪府
財務省
厚生労働省
経済産業省

110120

良好な周辺環境を有す
る地区における工場立
地法による生産施設面
積率基準の緩和

工場立地法第４条
第１項

工場立地に関する
準則第１条　別表第
１

工場立地法に基づく「工場立地に
関する準則」において、工場の生
産施設面積率を、業種により敷地
面積の30％から65％以内としてい
る。

工場立地法の趣旨に反しないことが明らかな地
域においては、工場立地法による生産施設面積
率について、建蔽率の範囲内での撤廃を求め
る。

①現状
バイオ分野の開発・製品化には研究開発と生産施設の投資に膨大な費用が必要。景気が低迷を
続ける中、投資をする企業にとって、土地に係るコストの低減は重要なファクターであるが、工場立
地法に基づく「工場立地に関する準則」においては、工場の生産施設面積（生産施設の敷地に対
する投影面積）が、業種により敷地面積の30%から65%以内に一律に規制されている。
②問題点
工場立地法上の生産施設は、建築物の外に設置される機械・装置も対象（工場立地法施行規則第
2条2項）とされるため、工場に加え、創薬バイオ企業等に必要なプラント・タンクの設置なども面積
規制の対象となる。工場立地法は、事業所と周辺環境との調和を目指した法律であり、同準則も、
周辺環境への配慮の観点から、生産施設の面積の上限を定めているものだが、同地区に住宅を
配置する計画はなく、地区の周囲は豊かな緑に覆われており、近年の環境技術の進展等も併せて
鑑みれば、生産施設面積の基準を設けずとも、良好な環境と調和した開発が可能である。
③解決策
彩都中部地区において、バイオ関連企業の集積を図り、バイオ医薬・医療機器等の生産拠点とし
ていくため、工場立地法第4条第1項に基づく「工場立地に関する準則」（告示）による生産施設面積
率の上限について、建蔽率の範囲内（彩都中部地区：準工　60％）で撤廃する。
④効果
彩都中部へのバイオ関連企業の企業集積・設備投資を促進し、一大生産拠点化を図ることで、我
が国のバイオ・ライフサイエンス分野の国際競争力を高める。

D -

御指摘のバイオ関連産業については、「その他の製造業種」に該当するケース
が多いと考えられ、その場合生産施設面積率の上限は65％となる。そのため、
一般的には、御提案の内容については現行制度の範囲でも対応が可能と考え
られる。

右提案主体から
の意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

バイオ拠点を形成していくためには、
製薬企業等の集積だけでなく、これら
をサポートする幅広い周辺企業の集
積が必要。今回提案している彩都中
部地区では「ライフサイエンス・イノ
ベーショナル企業誘致ゾーン」におい
て、バイオ・ライフサイエンス関連分野
を中心に、商品開発型（新技術の開
発・導入等により新たな製品・サービ
スを導入）産業施設の立地拠点とする
ことを目指しており、多様な製造系業
種の立地が可能となるよう、制度の改
正が必要と考えている。なお、同地区
では企業誘致ゾーンの周囲を、緑豊
かな地域とするよう計画するとともに、
地元市が進出企業と締結する公害防
止協定など、環境に配慮したまちづく
り形成を進めるものである。

D -

御指摘の開発型産業について具体的な業種が明確
でないものの、バイオ関連産業については、「その他
の製造業種」に該当するケースが多いと考えられ、そ
の場合生産施設面積率の上限は65％となる。そのた
め、一般的には、御提案の内容については現行制度
の範囲でも対応が可能と考えられる。

国際バイオク
ラスターの創
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大阪府 大阪府 経済産業省

110131
急速充電設備の特別
償却制度等の創設

租税特別措置法第
10条の2の2、42条
の5、68条の10
同法施行令第5条の
4、27条の5、39条の
40
同法施行規則第5条
の7、20条の2
地方税法附則第15
条第24項
同法施行規則附則
第6条第57項、58項

電気自動車の燃料等供給設備に
ついて、固定資産税の課税標準の
特例措置（ 初の３年間２／３）を
適用。

一般利用者用のEV充電設備に係る設置費につ
いて、特別償却制度又は税額控除制度を創設す
る。また、低公害車の燃料供給設備（電気充電
施設）に係る特例措置（現行固定資産税2/3）の
拡充、及び、特例措置に係る固定資産税の減免
に対する地方財政措置を求める。

【具体的内容】
　①　法人税の特別償却制度又は税額控除制
　　度

①現状
現在のＥＶの走行距離は、市販車で80ｋｍ程度であり、一回の充電での長距離利用は、困難な状
況。こうした中で、ＥＶの普及を図るためには、急速充電設備の設置箇所を増やすことが不可欠だ
が、公共のみの設置には限界があり、利便性等で不十分。一方で、民間事業者による設置も進ん
でいない。
②問題点
急速充電設備の設置コストが高く（約５００万～１千万円）、現在のＥＶの台数では、集客や課金に
よる投資資金の回収も困難。そのため、民間事業者による設置が進まない。
③解決策
民間事業者が急速充電設備を設置した場合、イニシャル・コストに対する特別償却制度等の創設
や設置後の固定資産税の免除（現行は2/3）など税制上の優遇措置を実施し、その負担を軽減す
る。なお、固定資産税の減免による地元市町村の税収減に対しては、国による財政支援を講じら
れたい。
④効果
民間事業者による急速充電設備の設置で、ＥＶでも安心して走ることが出来る環境が整備できる。
そのことで、都市部でのEVの普及とガソリン車両数の低減化、都市モビリティの低炭素化が図られ
る。

Z -

税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措置を検
討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調の枠組
みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納得」の原
則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。

こうした観点から、充電設備に対する税制措置について、現行措置に加え、更な
る税制措置を設けることや日本全土で充電設備の整備が進もうとしている現状
も踏まえ、特定地域で実施することの趣旨、期待される効果や影響などについ
て、御提案主体と意見交換等させていただく必要があると理解している。

Z -

ＥＶ等の導入
や開発促進に
よる関連産業
の育成
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大阪府 大阪府

総務省
財務省
経済産業省
国土交通省
環境省
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110132
急速充電設備の特別
償却制度等の創設

租税特別措置法第
10条の2の2、42条
の5、68条の10
同法施行令第5条の
4、27条の5、39条の
40
同法施行規則第5条
の7、20条の2
地方税法附則第15
条第24項
同法施行規則附則
第6条第57項、58項

電気自動車の燃料等供給設備に
ついて、固定資産税の課税標準の
特例措置（ 初の３年間２／３）を
適用。

一般利用者用のEV充電設備に係る設置費につ
いて、特別償却制度又は税額控除制度を創設す
る。また、低公害車の燃料供給設備（電気充電
施設）に係る特例措置（現行固定資産税2/3）の
拡充、及び、特例措置に係る固定資産税の減免
に対する地方財政措置を求める。

【具体的内容】
　②　固定資産税の免除及びこれに伴う市町村
　　の税収減に対する財政支援

①現状
現在のＥＶの走行距離は、市販車で80ｋｍ程度であり、一回の充電での長距離利用は、困難な状
況。こうした中で、ＥＶの普及を図るためには、急速充電設備の設置箇所を増やすことが不可欠だ
が、公共のみの設置には限界があり、利便性等で不十分。一方で、民間事業者による設置も進ん
でいない。
②問題点
急速充電設備の設置コストが高く（約５００万～１千万円）、現在のＥＶの台数では、集客や課金に
よる投資資金の回収も困難。そのため、民間事業者による設置が進まない。
③解決策
民間事業者が急速充電設備を設置した場合、イニシャル・コストに対する特別償却制度等の創設
や設置後の固定資産税の免除（現行は2/3）など税制上の優遇措置を実施し、その負担を軽減す
る。なお、固定資産税の減免による地元市町村の税収減に対しては、国による財政支援を講じら
れたい。
④効果
民間事業者による急速充電設備の設置で、ＥＶでも安心して走ることが出来る環境が整備できる。
そのことで、都市部でのEVの普及とガソリン車両数の低減化、都市モビリティの低炭素化が図られ
る。

Z -

税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措置を検
討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調の枠組
みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納得」の原
則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。

こうした観点から、充電設備に対する税制措置について、現行措置に加え、更な
る税制措置を設けることや日本全土で充電設備の整備が進もうとしている現状
も踏まえ、特定地域で実施することの趣旨、期待される効果や影響などについ
て、御提案主体と意見交換等させていただく必要があると理解している。

Z -

ＥＶ等の導入
や開発促進に
よる関連産業
の育成
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大阪府 大阪府

総務省
経済産業省
国土交通省
環境省

110140

都市部における中小企
業者の太陽光発電導
入補助の規模要件
（10KW以上）の撤廃

新エネルギー等導
入加速化支援対策
費補助金交付要綱

新エネルギー等導入加速化支援
対策費補助金のうち、新エネル
ギー等事業者支援対策費補助金
によって、民間事業者等の太陽光
発電設備の導入支援措置（補助率
3分の1以内）を講じている。
補助金交付の要件として、太陽光
発電については、50kW以上（導入
者が中小企業の場合、離島での導
入の場合等については10kWに要
件緩和）の規模要件等を設けてい
る。

都市部の中小企業者が出力１０kＷ未満の太陽
光発電を導入する場合でも補助対象となるよう、
補助要件の撤廃を求める。

①現状
大都市圏における太陽光発電の普及には、事業者による設置促進が不可欠だが、中小企業者が
太陽光発電を導入する際の補助の要件は、出力１０kＷ以上（パネル面積が７５平米程度必要）と
なっていることから、一定規模の設置面積が不可欠。
②問題点
中小企業（事業所数31万超）の多くは都市部に立地しているため、事業所の面積は小さく、太陽光
発電の補助金を得るために必要な面積を確保することが困難。このことが、太陽光発電の普及が
進まない要因の一つとなっている
③解決策
都市部の中小企業が太陽光パネルを設置する際にも補助金が活用できるよう、都市部に限定した
上で「新エネルギー等事業者支援対策事業」における中小企業の補助基準（太陽光発電の10KW
以上）を撤廃し、一般家庭と同じ条件とする。
④効果
中小企業での太陽光発電の普及が進むことにより、大都市圏での新エネルギー活用が加速し、低
炭素化が可能となる。また、住宅用に加え、都市圏の事業所という市場の拡大も期待できる。

Z -

・これまで、本補助制度では、太陽光発電事業の拡大を図ることを目的として、
一定規模以上の太陽光発電事業に対して補助を行っているところ（原則として合
計50ｋW以上、中小企業については特別に10ｋW以上）。

・現在、経済産業省では導入拡大を図るための方策として、再生可能エネル
ギーの全量買取制度の拡充を検討しており、幅広く意見募集を行っている。

・今回、小規模事業所等への支援を実施すべき、とのご意見を頂いたが、「全量
買取制度」の議論と併せて、支援制度全体について検討してまいりたい。

Z -

太陽光発電等
の再生可能エ
ネルギーの普
及
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大阪府

大阪市
大阪府 経済産業省

110151

グローバル企業の国際
統括本部等に係る法人
税等の軽減措置、助成
制度の創設

なし -

グローバル企業のアジアの国際統括本部等の
集積を図るため、予算の重点配分、思い切った
法人関係税の軽減免除を求める。

【具体的内容】
　①　研究開発に係る助成金等予算の重点配
　　分

①現状
　国際ビジネス拠点をめぐる世界的な都市間競争の中で、アジアの他都市が有するような強力なイ
ンセンティブを持っていないため、企業の中枢機能を立地させることができず、グローバル企業のア
ジア拠点等は日本からアジアの他都市に流出。
②問題点
アジアの他都市とのコスト差（人件費、土地代等）が大きいこともあり、地方自治体レベルで提供で
きる立地支援策（地方税法第６条不均一課税、誘致補助金）だけでは、アジアの他都市とのインセ
ンティブの差を埋めることは不可能。
③解決策
グローバル企業の立地促進を図るため、国の研究開発に係る助成金等予算の重点配分の特例措
置や思い切った法人関係税等の軽減免除を講じる。また、不動産取得税を免除した際の地元自治
体の税収減に対しては、国による財政支援を講じられたい。
④効果
外国企業の国際統括本部・地域統括本部等集積にむけた思い切ったインセンティブを講じること
で、アジアの経済拠点としての我が国の地位の維持・拡大が図られる。

Z -

世界的な企業誘致競争が激化する中、我が国も制度改革等により事業環境を
大幅に改善し、高付加価値を創出する多国籍企業のアジア地域統括拠点や研
究開発拠点等を積極的に呼び込むことは重要な課題と考えている。
こうした観点から、様々な呼び込みインセンティブについて、現在経済産業省の
審議会で議論が行われているところであり、今後、必要な政策手段については
検討していきたい。

なお、税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措
置を検討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調
の枠組みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納
得」の原則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。

こうした検討に進めるにあたり、税制上の公平性や客観性を確保するため、企
業認定制度の導入等を検討する必要があると考えている。

Z -

外国企業の拠
点立地促進等
によるアジアビ
ジネスの強化

0
0
4
3
0
8
0

大阪府

大阪市
大阪府 経済産業省

110152

グローバル企業の国際
統括本部等に係る法人
税等の軽減措置、助成
制度の創設

なし -

グローバル企業のアジアの国際統括本部等の
集積を図るため、予算の重点配分、思い切った
法人関係税の軽減免除を求める。

【具体的内容】
　②　法人関係税等の軽減免除

①現状
　国際ビジネス拠点をめぐる世界的な都市間競争の中で、アジアの他都市が有するような強力なイ
ンセンティブを持っていないため、企業の中枢機能を立地させることができず、グローバル企業のア
ジア拠点等は日本からアジアの他都市に流出。
②問題点
アジアの他都市とのコスト差（人件費、土地代等）が大きいこともあり、地方自治体レベルで提供で
きる立地支援策（地方税法第６条不均一課税、誘致補助金）だけでは、アジアの他都市とのインセ
ンティブの差を埋めることは不可能。
③解決策
グローバル企業の立地促進を図るため、国の研究開発に係る助成金等予算の重点配分の特例措
置や思い切った法人関係税等の軽減免除を講じる。また、不動産取得税を免除した際の地元自治
体の税収減に対しては、国による財政支援を講じられたい。
④効果
外国企業の国際統括本部・地域統括本部等集積にむけた思い切ったインセンティブを講じること
で、アジアの経済拠点としての我が国の地位の維持・拡大が図られる。

Z -

世界的な企業誘致競争が激化する中、我が国も制度改革等により事業環境を
大幅に改善し、高付加価値を創出する多国籍企業のアジア地域統括拠点や研
究開発拠点等を積極的に呼び込むことは重要な課題と考えている。
こうした観点から、様々な呼び込みインセンティブについて、現在経済産業省の
審議会で議論が行われているところであり、今後、必要な政策手段については
検討していきたい。

なお、税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措
置を検討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調
の枠組みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納
得」の原則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。

こうした検討に進めるにあたり、税制上の公平性や客観性を確保するため、企
業認定制度の導入等を検討する必要があると考えている。

Z -

外国企業の拠
点立地促進等
によるアジアビ
ジネスの強化

0
0
4
3
0
8
1

大阪府

大阪市
大阪府

総務省
財務省
経済産業省

110153

グローバル企業の国際
統括本部等に係る法人
税等の軽減措置、助成
制度の創設

なし -

グローバル企業のアジアの国際統括本部等の
集積を図るため、予算の重点配分、思い切った
法人関係税の軽減免除を求める。

【具体的内容】
　③　不動産取得税の免除及びこれに伴う自治
　　体の税収減に対する財政支援

①現状
　国際ビジネス拠点をめぐる世界的な都市間競争の中で、アジアの他都市が有するような強力なイ
ンセンティブを持っていないため、企業の中枢機能を立地させることができず、グローバル企業のア
ジア拠点等は日本からアジアの他都市に流出。
②問題点
アジアの他都市とのコスト差（人件費、土地代等）が大きいこともあり、地方自治体レベルで提供で
きる立地支援策（地方税法第６条不均一課税、誘致補助金）だけでは、アジアの他都市とのインセ
ンティブの差を埋めることは不可能。
③解決策
グローバル企業の立地促進を図るため、国の研究開発に係る助成金等予算の重点配分の特例措
置や思い切った法人関係税等の軽減免除を講じる。また、不動産取得税を免除した際の地元自治
体の税収減に対しては、国による財政支援を講じられたい。
④効果
外国企業の国際統括本部・地域統括本部等集積にむけた思い切ったインセンティブを講じること
で、アジアの経済拠点としての我が国の地位の維持・拡大が図られる。

Z -

世界的な企業誘致競争が激化する中、我が国も制度改革等により事業環境を
大幅に改善し、高付加価値を創出する多国籍企業のアジア地域統括拠点や研
究開発拠点等を積極的に呼び込むことは重要な課題と考えている。
こうした観点から、様々な呼び込みインセンティブについて、現在経済産業省の
審議会で議論が行われているところであり、今後、必要な政策手段については
検討していきたい。

なお、税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措
置を検討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調
の枠組みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納
得」の原則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。

こうした検討に進めるにあたり、税制上の公平性や客観性を確保するため、企
業認定制度の導入等を検討する必要があると考えている。

Z -

外国企業の拠
点立地促進等
によるアジアビ
ジネスの強化

0
0
4
3
0
8
2

大阪府

大阪市
大阪府

総務省
経済産業省
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 措置の分類 措置の内容 各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 プロジェクト名
提案事項
管理番号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

110161
中小企業者の省CO2促
進支援制度の創設

なし

中小企業等のＣＯ２削減努力を後
押しするため、中小企業等が行っ
た排出削減に向けた取組を評価
し、売却を可能とする「国内クレ
ジット制度」を２００８年の１０月から
実施。

　中小企業者の省ＣＯ２促進支援制度を創設し
財政上・税制上の支援を行う。
　オフセットカーボン等を購入した企業に購入費
用の税優遇措置を講じる。

　【具体的内容】
　　①　中小企業者の省ＣＯ2促進支援制度（財
　　　政上の措置）

①②現状・問題点
　中小規模の工場や業務ビルは、府域のCO2排出量の約２５％を占めており、これらの事業者に
対する低炭素化の取組み促進が課題となっている。
　しかしながら、現在、これらの事業者は省エネ法などの対象とはなっておらず、低炭素化に対する
取組意欲が低い状況にある。
　また、個々の排出実態は多種多様にわたり、適切な低炭素化の設備が量産化されておらず、設
置コストが割高となっていることが設備導入促進の阻害要因となっている。
　さらには、削減されたCO2排出量は、カーボンオフセット制度により必要とする企業等に売却する
ことも可能であるが、購入企業は購入価格を法人税の算定において損金算入できないことから、企
業の購入意欲を低下させている。
③解決策
　中小規模の工場や業務ビルの削減ポテンシャル、各種対策のコスト、排出量削減率等の大阪府
の地域特性を把握した上で、費用対効果に応じた促進制度を設計し、財政上・税制上の支援を行
い、自治体には交付税措置を講じる。
　また、オフセットカーボン等を購入した企業に対する法人税について、地域を限って購入経費を損
金算入できるよう、制度改正を求める。

Z -

中小企業等のＣＯ２削減努力を後押しするため、中小企業等が行った排出削減
に向けた取組を評価し、売却を可能とする「国内クレジット制度」を２００８年１０
月から開始し、中小企業等の排出削減の推進を図っている。
経済産業省としては、同制度のより一層の推進を図るために、同制度の活用が
期待される中小企業等を対象に、排出削減ポテンシャルの診断・計画作成支
援、計画の審査にかかる費用の一部支援等の支援措置を講じている。
また、国内クレジットの取引に係る法人税の取扱いについては、京都メカニズム
クレジットと同様に、法人税法上損金算入が可能であることが明確化されてい
る。

なお、税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措
置を検討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調
の枠組みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納
得」の原則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。

Z -

低ＣＯ２技術普
及拡大による
低炭素社会の
実現

0
0
4
3
2
4
0

大阪府 大阪府
総務省
経済産業省
環境省

110162
中小企業者の省CO2促
進支援制度の創設

なし

中小企業等のＣＯ２削減努力を後
押しするため、中小企業等が行っ
た排出削減に向けた取組を評価
し、売却を可能とする「国内クレ
ジット制度」を２００８年の１０月から
実施。

　中小企業者の省ＣＯ２促進支援制度を創設し
財政上・税制上の支援を行う。
　オフセットカーボン等を購入した企業に購入費
用の税優遇措置を講じる。

　【具体的内容】
　　②　中小企業者の省ＣＯ2促進支援制度（税
　　　制上の措置）

①②現状・問題点
　中小規模の工場や業務ビルは、府域のCO2排出量の約２５％を占めており、これらの事業者に
対する低炭素化の取組み促進が課題となっている。
　しかしながら、現在、これらの事業者は省エネ法などの対象とはなっておらず、低炭素化に対する
取組意欲が低い状況にある。
　また、個々の排出実態は多種多様にわたり、適切な低炭素化の設備が量産化されておらず、設
置コストが割高となっていることが設備導入促進の阻害要因となっている。
　さらには、削減されたCO2排出量は、カーボンオフセット制度により必要とする企業等に売却する
ことも可能であるが、購入企業は購入価格を法人税の算定において損金算入できないことから、企
業の購入意欲を低下させている。
③解決策
　中小規模の工場や業務ビルの削減ポテンシャル、各種対策のコスト、排出量削減率等の大阪府
の地域特性を把握した上で、費用対効果に応じた促進制度を設計し、財政上・税制上の支援を行
い、自治体には交付税措置を講じる。
　また、オフセットカーボン等を購入した企業に対する法人税について、地域を限って購入経費を損
金算入できるよう、制度改正を求める。

Z -

中小企業等のＣＯ２削減努力を後押しするため、中小企業等が行った排出削減
に向けた取組を評価し、売却を可能とする「国内クレジット制度」を２００８年１０
月から開始し、中小企業等の排出削減の推進を図っている。
経済産業省としては、同制度のより一層の推進を図るために、同制度の活用が
期待される中小企業等を対象に、排出削減ポテンシャルの診断・計画作成支
援、計画の審査にかかる費用の一部支援等の支援措置を講じている。
また、国内クレジットの取引に係る法人税の取扱いについては、京都メカニズム
クレジットと同様に、法人税法上損金算入が可能であることが明確化されてい
る。

なお、税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措
置を検討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調
の枠組みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納
得」の原則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。

Z -

低ＣＯ２技術普
及拡大による
低炭素社会の
実現

0
0
4
3
2
4
1

大阪府 大阪府

総務省
財務省
経済産業省
環境省

110171
大規模コンベンション運
営に対する優遇税制、
資金支援制度の創設

なし -

コンベンション・見本市の立ち上げに対する補助
制度の創設、参加・出展費用の法人税の税額控
除など税制上の優遇、中小企業等のコンベン
ション・見本市参加のための経費の一部補助な
どの実施

【具体的内容】
　　①　立ち上げに対する補助制度

①現状
世界的な都市間競争の中で、波及効果の大きい国際的なコンベンション・見本市への誘致や開催
の競争も激化しており、政府やコンベンション振興機関が様々なインセンティブを与えるようになっ
てきている。
②問題点
わが国では国家戦略としてのコンベンション・見本市戦略の視点が乏しく、十分なインセンティブが
整備されているとは言いがたい。
③対応策
コンベンション・見本市運営に対する戦略的なインセンティブの整備を行う。具体的には①波及力
の大きい先進的なコンベンション・見本市の立ち上げに対する補助制度の創設、②コンベンション・
見本市への参加・出展費用の法人税の税額控除など税制上の優遇、中小企業等のコンベンショ
ン・見本市参加のための経費の一部補助などを行う。
④効果
地域への経済波及効果も大きいコンベンション・見本市開催数、参加数の増加が見込まれる。

Z -

経済産業省では、中小企業の販路開拓や事業化支援を目的として、展示会の
開催や出展に対する補助等、コンベンションや見本市の開催に向けた支援が可
能な措置を講じているところ。

なお、税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措
置を検討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調
の枠組みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納
得」の原則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。

Z -
国際コンベン
ション都市の
創出

0
0
4
3
3
0
0

大阪府 大阪府
経済産業省
国土交通省

110172
大規模コンベンション運
営に対する優遇税制、
資金支援制度の創設

なし -

コンベンション・見本市の立ち上げに対する補助
制度の創設、参加・出展費用の法人税の税額控
除など税制上の優遇、中小企業等のコンベン
ション・見本市参加のための経費の一部補助な
どの実施

【具体的内容】
　　②　出展費用の税額控除（法人税）

①現状
世界的な都市間競争の中で、波及効果の大きい国際的なコンベンション・見本市への誘致や開催
の競争も激化しており、政府やコンベンション振興機関が様々なインセンティブを与えるようになっ
てきている。
②問題点
わが国では国家戦略としてのコンベンション・見本市戦略の視点が乏しく、十分なインセンティブが
整備されているとは言いがたい。
③対応策
コンベンション・見本市運営に対する戦略的なインセンティブの整備を行う。具体的には①波及力
の大きい先進的なコンベンション・見本市の立ち上げに対する補助制度の創設、②コンベンション・
見本市への参加・出展費用の法人税の税額控除など税制上の優遇、中小企業等のコンベンショ
ン・見本市参加のための経費の一部補助などを行う。
④効果
地域への経済波及効果も大きいコンベンション・見本市開催数、参加数の増加が見込まれる。

Z -

経済産業省では、中小企業の販路開拓や事業化支援を目的として、展示会の
開催や出展に対する補助等、コンベンションや見本市の開催に向けた支援が可
能な措置を講じているところ。

なお、税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措
置を検討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調
の枠組みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納
得」の原則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。

Z -
国際コンベン
ション都市の
創出
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大阪府 大阪府
財務省
経済産業省
国土交通省

110173
大規模コンベンション運
営に対する優遇税制、
資金支援制度の創設

なし -

コンベンション・見本市の立ち上げに対する補助
制度の創設、参加・出展費用の法人税の税額控
除など税制上の優遇、中小企業等のコンベン
ション・見本市参加のための経費の一部補助な
どの実施

【具体的内容】
　　③　参加のための経費の一部補助

①現状
世界的な都市間競争の中で、波及効果の大きい国際的なコンベンション・見本市への誘致や開催
の競争も激化しており、政府やコンベンション振興機関が様々なインセンティブを与えるようになっ
てきている。
②問題点
わが国では国家戦略としてのコンベンション・見本市戦略の視点が乏しく、十分なインセンティブが
整備されているとは言いがたい。
③対応策
コンベンション・見本市運営に対する戦略的なインセンティブの整備を行う。具体的には①波及力
の大きい先進的なコンベンション・見本市の立ち上げに対する補助制度の創設、②コンベンション・
見本市への参加・出展費用の法人税の税額控除など税制上の優遇、中小企業等のコンベンショ
ン・見本市参加のための経費の一部補助などを行う。
④効果
地域への経済波及効果も大きいコンベンション・見本市開催数、参加数の増加が見込まれる。

Z -

経済産業省では、中小企業の販路開拓や事業化支援を目的として、展示会の
開催や出展に対する補助等、コンベンションや見本市の開催に向けた支援が可
能な措置を講じているところ。

なお、税制上の措置については政府税制調査会において一元的に税制上の措
置を検討する仕組みとしているため、政策税制の導入の是非については、税調
の枠組みで検討する必要がある。その際、税制については「公平」「透明」「納
得」の原則に則っているかという観点から検討される。
さらに、租税特別措置については、ゼロベースから見直し、整理合理化を進める
との方針が明らかにされている。そのため、御提案のような税制を活用した政策
については、この基本方針の趣旨に則り、「合理性」「有効性」「相当性」の基準
に従って検討する必要があると理解している。

Z -
国際コンベン
ション都市の
創出

0
0
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3
3
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2

大阪府 大阪府
経済産業省
国土交通省


